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訴訟の提起に関するお知らせ 

当社は、平成 24 年 11 月 21 日付（訴状到達日平成 24 年 11 月 30 日）で、東京地方裁判所において訴訟の

提起を受け、本日全面的に争う方針を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１. 訴訟の提起があった裁判所及び年月日 

東京地方裁判所 平成 24年 11月 21 日 

  

２. 訴訟を提起した者の概要 

（１） 商 号 株式会社仁田工務店 

（２） 所 在 地 岩手県一関市新大町 124番地 

（３） 代 表 者 代表取締役 篠原 君夫 

 

３. 訴訟内容 

（１） 訴 訟 の 内 容 契約準備段階における信義則上の注意義務違反による損害賠償請求 

（２） 請 求 金 額 金 160,000,000円及びこれに対する訴状作成日の翌日である平成 24年 11月 22

日から支払済みに至るまでの年６％の割合による金員 

 

４. 訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 

 原告の株式会社仁田工務店（以下、「仁田工務店」という。）は、東北エリアにおいて、当社調剤薬局

の出店に際して、新店開発及び建物の建築等に携わっておりました。今回も、当社と共同で、福島県郡

山市における調剤薬局出店案件を進めておりましたが、医療圏調査や立地及び動線の調査を進めていく

中で、当社では本案件について、投資額に応じた収益の確保が厳しいと判断し、本案件の中止を決定い

たしました。仁田工務店は、当社との契約締結がなされていないにもかかわらず、先に子会社名義にて

土地を取得し、当社が本案件を中止したことにより失った将来利益について、当社の信義則上の注意義

務違反によって被った損害として、損害賠償請求を行ったものであります。 

 

５. 今後の方針及び見通し 

（１）仁田工務店との訴訟について 

仁田工務店との訴訟について法廷で適切に対応してまいります。なお、仁田工務店と当社では、過去

に調剤薬局３店舗の出店に取り組んでおり、過去の案件同様、契約交渉において、当社に信義則上の注

意義務違反はなかったと認識しております。 

（２）業績等に与える影響について 

 今後の訴訟の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点では不明で

あります。今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。 
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